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研究成果の概要（和文）：学位や資格に応じる教育水準の透明性や、モビリティの促進などを図る「国家資格枠
組み（National Qualifications Frameworks：以下、NQF）」を導入する国々が急増する今、その社会政治的ジ
レンマや運用の実態は明らかにされておらず、NQFを有しない日本が策定の是非を議論する根拠情報が十分に揃
っていない。本研究はNQFの国際潮流を踏まえ、策定プロセス・枠組み・活用状況を整理した。また、大学教育
と労働市場との接続に社会的ジレンマを抱えるフランスのNQFの実態に着目し、学術・実践の両面から日本版NQF
の策定可能性に関する論点を整理し、成果は著書、学会や講演会において発信した。

研究成果の概要（英文）：This study explored the function, implementation process, and application of
 National Qualifications Framework (NQF) in facilitating student mobility and demonstrating expected
 competences for each qualification. A number of countries has implemented NQFs, however, the social
 and political backgrounds have not been clarified to Japan yet. Focusing on French case, this study
 examined how the NQF attempts to contribute to development of competences, how the NQF is applied 
in the context of university education. In response to degree inflation, youth unemployment, poor 
academic performance, and inadequate descriptions about degree contents, French higher education is 
legitimated to clarify their intended competences for each qualification and is required to reveal 
them in public and apply them in the process of university evaluation. French NQF contributes to 
increased transparency of qualifications, which eventually help qualifications obtain a social 
approval and trust.

研究分野： 高等教育
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研究成果の学術的意義や社会的意義
NQF策定の背後にある社会政治的プロセスやジレンマ、実際の運用やインパクトなどについての全体的動向につ
いては十分に情報が整理されておらず、この点を明らかにすることは、NQFを有しない日本が枠組み策定の是非
を議論する上で重要な根拠情報となり得る。また、教育訓練と労働市場との連携や質保証については、教育内容
と職業資格の関係が密な分野に焦点を当てられた研究が多く、労働市場との対応が難しい人文社会学系の分野に
おける資格枠組みや質保証の実態をNQF運用の観点から分析することは、人文社会学系について体系的な分野別
質保証システムを持たない日本において、示唆をもたらすことが期待される。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１. 研究開始当初の背景 

(1)学位や資格など高等教育を含む教育訓練機関から生み出される qualifications（資格）につい

て、その保有者に期待するコンピテンスの内容や水準を明確化し、さらに学術・職業モビリティ

の促進などを図る「国家資格枠組み（National Qualifications Frameworks：以下、NQF）」が、

現在、世界的に拡大している。学習者に期待するコンピテンスに雇用可能性（employability）の

視点を重視する昨今の高等教育政策の国際的動向において、学位や資格などの価値は、学生が教

育訓練に費やした時間数のみでなく、「何ができるか」といったコンピテンスの獲得を重視する

コンピテンス基盤型アプローチが注目されている。その背景には、学生が各教育プログラムや専

門分野で身につけた成果や学位・資格の価値が社会から分かりにくいという問題があり、これは

日本のみならず世界の高等教育が直面している課題のひとつである。 

 

(2)本研究は、上記と同様の問題を抱え、分野別コンピテンスの育成を目指すフランスの高等教

育に着目し、NQF がそれにどう関わるかについて役割と機能を明らかにする。フランスの学位・

資格と労働市場との関係については、職業との接続が密な分野については理解しやすいものの、

必ずしも職業に直結しない人文社会学系の教育プログラムについては、これら分野の学位・資格

が、qualifications（資格）としてどのように労働市場に受け入れられ、NQF がどのような役割

を担うのか、といった現状について明らかにされていない。教育訓練を提供する教育プログラム

や、教育プログラムの評価機関、労働市場（職能団体など）の各セクターが NQF をどう認識・

活用しているか、NQF を使用する側が実際にどう対処しているのかなど、その実態を理解し、

分析する必要性があると考えた。 

 

２. 研究の目的 

学位や職業資格に応じる教育水準の透明性や、学術・職業モビリティの促進などを意図する NQF

を導入する国々が急増する現在、その背後にある社会政治的ジレンマや運用の実態（特に人文社

会学系分野の教育と労働市場との接続）は明らかにされておらず、NQF を有しない日本におい

て策定の是非を議論する根拠情報が十分に揃っていない。本研究は、①現行 NQF の動向研究を

踏まえ、NQF の策定プロセス・枠組み・活用状況を分析し、運用の課題を整理・類型化するこ

と、さらに具体的事例として、②特に人文社会学系教育と労働市場との接続に社会的ジレンマを

抱えるフランスの NQF の実態に着目し、学術・実践の両面から日本版 NQF の策定可能性に関

する議論に資する示唆を得ることを目的とした。 

 

３. 研究の方法 

上記の①については、各国 NQF の動向調査を行っている欧州職業教育開発センター

（CEDEFOP）のインベントリ報告書等を基礎資料とし、担当者へのヒアリング調査を行い、既

存の NQF の策定プロセス・枠組み・活用状況についてパターンや課題を類型化した。②につい

ては、フランスの NQF にあたる「全国職業資格総覧（RNCP）」が、フランスの高等教育機関－

質保証機関－労働市場（職能団体なども含む）の各セクターでどう認識され、機能しているかを

調査し、傾向を明らかにした。NQF の役割と機能、課題についてフランス政府機関・大学評価

機関の文書分析、文献研究、現地でのヒアリング調査などを踏まえ、考察を行った。 

 

４. 研究成果 

(1) 国家資格枠組み（NQF）の多様性 



欧州を中心に開発が進んでいるNQFは、各国内のあらゆる学位や職業資格などのqualifications

（資格）情報を一元的に整理し、その可視化を図る参照ツールである。NQF は、これまで別々

に制度づけられ、運営されてきた多様な教育訓練セクター間の関係を明らかにし、各セクターで

獲得される資格についてコンピテンスや水準を設定することで、職業能力評価または高等教育

を含む教育訓練機関の教育の質の向上を目指した質保証システムの一環として機能することが

期待されている（CEDEFOP, 2015）。 何よりも、国内で複雑化・拡大化する資格を整理する

ことで、自国内そして対外的に理解が深まるよう、明確な情報を発信することが第一の目的であ

る。 NQF の導入によって、教育訓練と労働市場との接続、入学や編入など学習者のセクター間

の移動、継続教育や生涯教育の推進、国や地域によっては職業教育訓練セクターの地位向上など

を図ることが今後の展望とみなされている（UNESCO, ETF, & CEDEFOP, 2015）。世界規模

で拡大する NQF は、当該国の教育訓練制度や雇用体制を含め社会構造や政治的関心が反映され

るため、非常に多様である。NQF の構築にあたり、当該国の教育訓練制度について網羅する範

囲（一般教育、高等教育、VET、生涯教育など）や、資格枠組みのレベル数、アウトカム指標（デ

ィスクリプタ）の内容や種類も異なる。例えば、枠組みのレベル数については、アイルランドや

スコットランドが 12、オーストラリアやマレーシアは 10、インドネシアは 9、香港は 7、フラ

ンスが 5 である。また、NQF に取り込まれる資格のタイプは国により異なり、一般教育などを

含まない職業志向型の枠組みや、あらゆる資格を包括する総合型枠組みと様々である。 NQF の

管理や運用の主体者についても、政府や質保証機関、非営利団体、産業界など多様である。 

 

(2)フランス国家資格枠組み（NQF）の歴史  

フランス NQF は、既に 1969 年にオリジナルの枠組みが策定されており、当初は専門職や職業

人の資格やコンピテンスを正規教育システムの水準に照らし合わせることを目的に導入され、

主に雇用者が給与水準を定めるために活用されていた（CIEP, 2015）。その後、2002 年の社会現

代化法（Loi de modernisation sociale）に基づき、NQF にあたる「全国職業資格総覧（RNCP: 

Répertoire National des Certifications Professionnelles）」が策定されている。RNCP の導入背

景には、学位・資格の内容を明確にし、フランス国内の雇用促進や人材流動を図る目的が根底に

あり、そのために RNCP に登録された資格は国に承認されたもの、そうでないものは公的資格

として認定しない旨を法的に規定（教育法典 R335-12 条）する形で資格の信頼度を高めている。

また、フランス高等教育の学位・資格は雇用可能性と結びつく一種の職業資格として位置づけら

れており（CIEP, 2015）、資格が労働市場の目線で定義されているのは、若年層の慢性的な失業

問題への対応といった課題が背後にある。 

 

(3)学位・資格内容のわかりにくさの問題  

学位・資格のインフレが進む中、多くの若者が教育訓練を終えた後に職に就けない状況はフラン

スで深刻な社会問題となっており、まずは学位・資格が意味する教育訓練内容を明確にすること

が積年の課題として指摘されてきた（CNCP, 2013）。社会経済状況の厳しい昨今は、学位・資格

を一切持たない者にとっての経済的障壁はいうまでもなく、高等教育の学位でさえも必ずしも

雇用獲得に有効に働いているとは言えず、例えば、修士号を取得し 18 ヵ月経過した後でも、正

規雇用に辿り着けるのは平均 6 割程度であり、人文社会学系では約 4 割、文学・言語・芸術では

約 5 割である。学位取得後 30 ヵ月時点では、法・経済・経営や科学・技術・保健分野は比較的

安定した雇用率（約 8 割）を示しているが、それ以外の分野は修士号を有していても約 4 割近

くが正規雇用に就いていないのが現実であり、専門分野によってもその差が顕著である（野田、



2017）。このような問題を受け、特に職業と結びつきにくい人文社会学系分野の教育が、雇用可

能性を高めるために社会に何を発信していくかが問われている。 学位・資格に関するこれまで

の説明は、教育を受けた機関や修業年限、履修科目や単位数などの表記にとどまり、学生が獲得

したコンピテンスの水準についてはバカロレア取得後何年（Bac＋X 年）といった年数を示すだ

けであった。しかし、このような記述内容は、学生が教育制度を離れて職を求める場合や海外に

移る場合、また学位・資格を基準に相手の技能を判断する人事担当者、入学や編入などに対応す

る担当者などにとって不十分であることが指摘されており、求められるのは、教育訓練プログラ

ムに関する情報ではなく、当該資格保持者がどのようなコンピテンスを身につけたかを示して

いくことなのである。 

 

(4) NQFへの学位・資格登録の義務化とその目的  

フランスの高等教育機関は、各学位・資格の内容をNQF（RNCP）に登録することが法的に義

務づけられている。学位・資格の登録を法制化することについて、3つの目的－①国内の高等

教育の学位・資格内容の明示化、②「職業資格」としての高等教育の学位等の有効性と国内学

生の就職率や流動性の向上、③生涯学習の促進－をあげている。第1の目的は、積年の課題で

あるフランス高等教育の学位・資格内容のわかりにくさの問題に応えるものであり、各学位・

資格について、教育訓練内容、取得されるコンピテンス、就業可能な職業などを包括的に紹介

することにより、国内・欧州圏・世界にとって理解可能なものにし、他機関による学位・資格

との比較を容易にすることが目指されている。特にRNCPが重視しているのは、学生が「何を

学んだか」だけでなく、「身につけたコンピテンスをいかに使えるか」といったいわゆる活用

能力であり、その有用性を説明することが大学側に求められる。第2の目的については、RNCP

に登録されることが資格の公式認定となり、労働市場または学位・資格取得（準備）者への情

報提供としての機能、そして高等教育/職業教育機関の教育の質保証にもつながるとされてい

る。RNCPにおいて、高等教育の学位・資格は職業資格の一つとして認定されており、大学な

どの教育提供者は、目標とするコンピテンスを労働力と関連させる視点からRNCPに対応する

よう再定義し、明示化することが義務づけられている。第3の目的である生涯学習は継続教育

の考え方も含んでおり、アカデミック・職業モビリティの活性化を意図している。RNCPに学

位・資格を登録することで、当該資格取得に関わる教育訓練プログラムや見習い訓練制度につ

いて財政的援助を受けることが可能となるメカニズムが構築されている。これは、継続教育の

学習者や見習訓練の研修生などにとってもメリットであり、逆に、該当する学位・資格が

RNCPに登録されていなければ、教育訓練制度の財政支援を受けることができない仕組みとな

っている。 

 

(5) 大学評価と連動する NQF(RNCP) 

大学は、各学位・資格の取得によってどのような業務ができるようになり、そこで使える知識・

技術は何か、そしてどのような職種への就職が可能かを具体的に記すことが求められる。5 年毎

に更新が必要となるこれらの内容は、RNCP のデータベースに一斉に公開され、大学評価にも

用いられる。この評価結果を参考に、政府から大学へのアクレディテーションが与えられるとと

もに、契約更新に関する交渉が行われ、補助金の予算配分が決定される。学位・資格の情報は、

RNCP を通して社会に周知され、大学評価と紐づけることで各専門分野の教育プログラムの質

保証として機能しているといえる。  

 



５. まとめと日本への示唆 

国際議論においてNQFは、資格の透明性や質保証、国内外のアカデミック・職業モビリティの

活性化、生涯教育・継続教育の促進、職業能力評価などの多機能を期待され、NQFを論じる切

り口も非常に多様である。NQFの構築や活用にあたる第一の課題は、資格枠組みにおける学

位・資格の「格付け」と「コンピテンス策定」といった二つの大きな作業をどうすべきか、と

いう点である。コンピテンスをめぐり、教育訓練（プロバイダー）から雇用者（ユーザー）市

場型への転換を指摘する欧州議論にみられる通り、誰にとってのどのようなコンピテンス（ア

ウトカム）か、という視点をもとに、コンピテンスの概念整理を行うことが重要である。 

フランスのNQFについては、分野ごとに求められるコンピテンスを明示することで、ボロー

ニャ・プロセスをはじめとする国際対応に加え、フランス社会が抱える学位・資格のインフレ

と若年層の就職困難、一般学士課程学生の学業不振、学位・資格内容のわかりにくさなどの国

内問題への対応策のひとつとして位置づけられる。 特に大学評価にNQFを取り込み、統一的

な方法で学位・資格の質保証をなそうとする取組は、学位・資格内容のわかりにくさを伝統的

課題としてきた高等教育において、資格の透明性といったフランスNQF策定の目標の第一歩に

つながるものである。学位・資格内容のわかりにくさへの批判の多くは、大学の一般学士課程

などのアカデミックなプログラムや職業直結型でない人文社会系などの専門分野に向けられて

きたものであり、一般学士号の雇用価値を高める政策的思惑があるとはいえ、本来就業力育成

を第一優先としない課程や分野の存在意義が大きく揺さぶられるというジレンマも存在する。  

他方で、フランスのNQFがいくつかの課題を抱えつつも、高等教育の社会的評価のツールと

して一定の役割を果たしていることは注目に値する。 第1に、複雑化する学位・資格、教育訓

練セクターに関する情報が、一元的な共通ツールに整理され、「資格（qualifications）の可視

化」を図ることにより、資格の社会的認知や信用を確保するという点である。第2に、NQFに

示される分野別コンピテンスが教育提供者のみの見解で完結するのではなく、同様に労働市場

から教育機関に対する一方的な要求でもなく、両者の接続を目指し、多様なステークホルダー

の交渉、合意に基づくプラットフォームとして存在している点である。第3に、NQFに登録さ

れる高等教育の学位・資格の情報が、修業年限や履修科目などのインプットだけではなくコン

ピテンスを強調することで、これまで問題視されていた学位・資格に関する説明の形骸化を食

い止めることに努めている点などが、日本への示唆として評価できる。 
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